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１１１１    高齢者の高齢者の高齢者の高齢者の現状現状現状現状    

(1)(1)(1)(1)    高齢化の進展高齢化の進展高齢化の進展高齢化の進展    

 すでに超高齢社会を迎えている中で、団塊の世代が平成 27 年までに高齢

者の仲間入りをし、ますます高齢化が進展します。高齢化とともに核家族

化も進み、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加、さらに、要介護

認定者が増加しています。要介護認定者のおよそ６割の方になんらかの認

知症状が認められる状況にあり、高齢者の増加とあいまって、認知症高齢

者の増加が予想されています。 

  

(2)(2)(2)(2)    特別養護老人ホームへの入所希望者の増加特別養護老人ホームへの入所希望者の増加特別養護老人ホームへの入所希望者の増加特別養護老人ホームへの入所希望者の増加    

毎年度末の県調査では、特別養護老人ホームへの入所希望が年々増えて

おり、上田市では、平成 23 年度末現在 1,530 人で、特にそのうち在宅でか

つ要介護４、５の方が 437 人おられます。 

 

(3)(3)(3)(3)    高齢者等実態調査結果から高齢者等実態調査結果から高齢者等実態調査結果から高齢者等実態調査結果から    

第５期高齢者福祉総合計画（計画期間 平成 24～26 年度）を策定するに

あたり、平成 22 年 12 月に実施した「高齢者等実態調査」によると、在宅

の要介護認定者のうち、62.9％は在宅生活を希望し、施設入所を希望する

かたは 17.2％にとどまっています。 

また、「元気高齢者」は、介護が必要となった場合でも、68.3％が自宅に

住みながら介護サービスを利用することを望んでおり、施設入所を希望す

るかたは 13.2％にとどまっています。 

 

上田市の高齢者数・高齢化率の推移上田市の高齢者数・高齢化率の推移上田市の高齢者数・高齢化率の推移上田市の高齢者数・高齢化率の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年10月1日住民基本台帳による（外国人含む）
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２２２２    高齢者福祉の高齢者福祉の高齢者福祉の高齢者福祉の課題課題課題課題    

(1)(1)(1)(1)    生きがいづくりの推進生きがいづくりの推進生きがいづくりの推進生きがいづくりの推進    

高齢者が介護予防を含め健康づくりや生きがいづくりに関心を持ち、自

主的に取り組むことができるような支援ととともに、高齢者の知識や経験

を社会や地域に生かし、地域づくりの主役となることで、個々の高齢者が

生きがいや役割を見出すことができるような支援も必要とされています。 

 

(2)(2)(2)(2)    可能な限り住み慣れた地域で生活できる仕組みづくり可能な限り住み慣れた地域で生活できる仕組みづくり可能な限り住み慣れた地域で生活できる仕組みづくり可能な限り住み慣れた地域で生活できる仕組みづくり    

高齢者の住み慣れた地域での安心かつ自立した生活を支えるためには、

介護保険サービスを中核としながら、それを補完するためのきめ細かな援

助も必要となります。 

ひとり暮らしの方、高齢者のみで暮らしている方、介護保険サービスを

利用するほどではないが多少の援助があれば自立生活を送ることができる

方、要介護認定を受けているが介護保険サービスだけでは生活上の課題に

対応できない方、住宅環境が整っていない方等、個々の身体や生活の状況、

環境に応じた対応が求められます。 

 

(3)(3)(3)(3)    介護予防の推進介護予防の推進介護予防の推進介護予防の推進    

要介護・要支援状態に「なる前」と「なった後」の介護予防を一貫して

行う予防重視型システムを確立し、高齢者の状態や意向に応じて切れ目の

ない介護予防事業を推進することが求められています。 

 

(4)(4)(4)(4)    認知症支援策の充実認知症支援策の充実認知症支援策の充実認知症支援策の充実    

認知症の方は、環境の変化に弱いという特徴があるため、なじみの地域

で暮らし続けられるような配慮が必要です。地域の実情に応じて認知症の

方やその家族の方などに対する支援を効果的に行うことが必要です。 

 

(5)(5)(5)(5)    権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護    

高齢者が自立して生活できるように、サービスの供給体制も措置から契

約へと自己決定権の拡充が図られています。そうした中で、判断能力の低

下した人に対する支援体制の構築や、高齢者虐待等を防止する権利擁護の

推進が必要です。 

 

(6)(6)(6)(6)    圏域ごとの介護保険施設整備圏域ごとの介護保険施設整備圏域ごとの介護保険施設整備圏域ごとの介護保険施設整備    

 住み慣れた地域で生活できるよう、地域密着型サービスの基盤整備が必

要です。 
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３３３３    高齢者福祉の高齢者福祉の高齢者福祉の高齢者福祉の取組状況取組状況取組状況取組状況    

高齢者福祉とは、高齢者一人ひとりの心身の状態や生活に対応した多様な

在宅及び施設福祉サービスを、必要に応じて提供していくことにより、高齢

者の自立を促し、生きがいづくりを支援し、住み慣れた地域での暮らしを支

えていくことです。 

上田市では、高齢者がいつまでもお元気で、生き生きとした生活を続けて

もらうことを目指して、多種多様な高齢者福祉事業を実施しています。 

 

(1)(1)(1)(1)    生きがい施策事業生きがい施策事業生きがい施策事業生きがい施策事業    

① 老人クラブ支援 

② 生涯スポーツの推進（シルバースポーツ大会など） 

③ 生涯学習の推進（高齢者学園） 

④ 社会参加活動の場の提供（高齢者福祉センターの運営） 

 

(2)(2)(2)(2)    高齢者の生活支援・家族介護者支援高齢者の生活支援・家族介護者支援高齢者の生活支援・家族介護者支援高齢者の生活支援・家族介護者支援    

① 介護保険を利用していない方のための介護予防（生活支援型ホームヘ

ルプサービス、生きがい対応型デイサービス、生活管理指導短期宿泊事

業） 

② 高齢者のみで暮らしている方への支援（配食サービス、緊急通報装置

設置事業、軽度生活援助、日常生活用具給付事業、布団丸洗い乾燥サー

ビス） 

③ 介護保険を利用している方への支援（高齢者等外出支援サービス、訪

問理美容サービス、要援護高齢者等住宅整備事業） 

④ 介護者支援サービス（紙おむつ等購入費助成、徘徊高齢者家族支援事

業、もの忘れ・認知症相談、介護者の会「なのはな」、介護だより「こも

れび」発行事業、在宅介護者リフレッシュ事業、家庭介護者慰労金支給

事業） 

⑤ その他（成年後見支援センター、福祉用具貸与・住宅改修支援等） 

 

(3)(3)(3)(3)    介護予防事業介護予防事業介護予防事業介護予防事業    

① 一次介護予防事業 

活動的な状態にある高齢者を対象に、生活機能の向上に向けて実施す

る事業。 

おたっしゃ教室、介護予防体操、健康相談・健康教室、介護予防サポ

ーター養成講座、生活管理指導短期宿泊事業、生活支援型ホームヘル

プサービス、訪問指導 
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② 二次介護予防事業 

健康づくり高齢者（＝要支援、要介護状態になるおそれのある高齢者）

を対象に、生活機能の向上を目指し、要介護・要支援状態になることを

予防することを通じて、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組

を支援し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう

に実施する事業。 

運動器の機能向上、口腔機能の向上、 

脳げんき教室（認知症予防・支援）、ステップアップ教室、 

訪問型介護予防指導 

 

(4)(4)(4)(4)    認知症支援策認知症支援策認知症支援策認知症支援策    

認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療･介

護や生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、

認知症の方への効果的な支援を行うことが重要です。このため、上田市で

は医療機関･介護サービスや地域の支援機関をつなぐコーディネーターと

しての役割を担う認知症地域支援推進員を高齢者介護課に配置し、当該推

進員を中心として、介護と医療の連携強化や、地域における支援体制の構

築を推進しています。 

認知症サポーター養成講座、認知症キャラバンメイト、 

認知症見守りネットワーク事業、認知症見守り支援 QR コード事業、 

もの忘れ・認知症相談、やすらぎ支援員派遣事業 

 

(5)(5)(5)(5)    権利擁護事業権利擁護事業権利擁護事業権利擁護事業    

高齢者の人権や財産等の権利を守ることは、超高齢社会において重要な

ことです。今後ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加により、さ

らに認知症や失語症など、コミュニケーションが困難な状態や、判断能力

が低下した場合にも、家族や後見人の支援が必要です。 

上田市では、担当課、地域包括支援センターに相談窓口をおき、成年後

見支援センターと連携をしながら、これらの制度を柔軟かつ弾力的に利用

できるように権利擁護事業を積極的に支援しています。 

  

(6)(6)(6)(6)    施設福祉サービス施設福祉サービス施設福祉サービス施設福祉サービス    

① 介護保険施設：介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保

健施設、介護療養型医療施設 

② 介護保険居宅サービス事業所：通所介護事業所（デイサービス）、通所

リハビリテーション事業所（デイケア）、短期入所生活介護事業所（シ

ョートステイ）、短期入所療養介護事業所（ショートステイ）、特定施設

入居者生活介護事業所（介護付有料老人ホーム等） 
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③ 介護保険地域密着型サービス事業所：認知症対応型共同生活介護事業

所（グループホーム）、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、地

域密着型介護老人福祉施設、夜間対応型訪問介護事業所、認知症対応型

通所介護事業所（認知症対応型デイサービス）、小規模多機能型居宅介

護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、複合型サービス

事業所） 

 

④ 介護保険サービス以外の施設：養護老人ホーム、高齢者生活支援ハウ

ス、シルバーハウジング、独居高齢者用集合住宅、高齢者福祉センター、

小規模ケア施設（宅幼老所） 

 

(7)(7)(7)(7)    その他その他その他その他    

① 低所得者に対する負担軽減制度（社会福祉法人等による利用者負担額

の軽減、高齢者介護保険利用料助成給付事業等） 

② 敬老祝金支給事業 

 

 


